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地域エネルギーセンター（仮称）等整備・運営事業に係るサウンディング型市場調査要領 
 
１．調査目的 

地域エネルギーセンター（仮称）等整備・運営事業（以下「本事業」という。）に係る
サウンディング型市場調査（以下「本調査」という。）は、燃やすごみを処理する地域エ
ネルギーセンター（仮称）及び資源ごみ等を処理するリサイクルセンター（以下「本施設」
という。）を整備し、名張市（以下「本市」という。）から委託される燃やすごみ、資源ご
み等の処理・処分を適切に行うための運営を実施するにあたって、本施設の処理方式、事
業スキーム及び委託費等に関する意⾒や提案を求め、対話を通じて⺠間事業者の意向等
を把握することを目的として実施するものです。 

なお、本事業における事業方式は、本施設を整備するための調査・計画・設計から施設
建設及び運営に係る費⽤を全て⺠間資⾦によって実施する「公⺠連携方式」とします。 

 
２．参加条件 

１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しないこと。 
２）調査期間において、本市から指名停止措置を受けていないこと。 
３）エントリーシートの提出時点において、以下の①から⑤の全てに該当しない者である
こと。 

①会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条又は第 644 条の規定に基づく清算の開始
がなされた者 

②破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条第 1 項又は第 19 条第 1 項若しくは第 2 項
の規定に基づく破産手続きの申立てがなされた者 

③会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立
てがなされた者 

④⺠事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再生手続きの申立て
がなされた者 

⑤法人等の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役その他これらに準ずる者を含む。）
が、名張市暴力団排除条例（平成 23 年条例第２号）及び名張市の締結する契約等か
らの暴力団等排除措置要綱（平成 30 年告示第 62 号）に規定する暴力団等に該当す
る者 

 
３．調査期間 

令和８年４月２１日(火) 〜 令和８年６月１２日(⾦) 
 
４．エントリーシート提出期限 

参加を希望する方は、エントリーシート（様式１）に必要事項を記入し、令和８年４月
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２８日(火)の１６時３０分までに、「13．連絡先」までメールにて提出（送信）してくだ
さい。 

 
５．現地確認 

エントリーシートに記入されている現地確認の希望日程を踏まえ、後日、現地確認日程
をご連絡します。 

 
６．質問受付 

質問の受付期間は、令和８年５月１８日(月)から令和 8 年５月２２日(⾦)の１６時３０
分まで受け付けます。 

なお、様式は任意とし、受付は、「13.連絡先」にメールにて提出（送信）してください。 
 
７．質問回答 

質問回答は、令和８年５月２７日(水)に、参加者全員に通知し、公表します。 
なお、質問者の団体名、法人名は非公表とします。 

 
８．ヒアリングシートの提出期限 

ヒアリングシート（様式 2）の回答欄に提案内容を記入し、令和８年６月３日(水)の 
１６時３０分までに、「13．連絡先」までメールにて提出（送信）してください。 

 
９．辞退 

エントリーシートの提出後に本調査を辞退される方は、辞退届（様式 3）に必要事項を
記入し、令和８年６月３日(水)の１６時３０分までに、「13.連絡先」にメールにて提出（送
信）してください。 

 
１０．ヒアリング（対話） 

ヒアリング（対話）は、令和８年６月８日(月)から令和８年６月１２日(⾦)の間で、エ
ントリーシートに記入された希望日程を踏まえ、後日、開催日程をご連絡します。 

ヒアリング（対話）は、1〜2 時間を目安に、ヒアリングシートに沿って進めます。 
対面・web いずれの方法も可能とし、対話の参加者は 5 名まで（対面・web の合計参加

人数）とします。なお、対話は非公開とします。 
 
１１．調査結果の公表 

参加者数と提案概要を公表する予定です。参加者名や提案のノウハウに係る部分は公
表しません。公表範囲については、対話にて事前確認します。 
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１２．留意事項 
 ・調査への参加に伴う資料作成や移動に係る費⽤等は、参加者の負担とします。 
 ・必要に応じて提案事項への追加調査を行う場合があります。 
 ・調査で提出された書類の著作権は、参加者に帰属します。 
 ・調査を通じて知りえた情報を、第三者へ伝えることを禁止します。 
 ・調査への参加の有無が、将来実施される事業への参加要件になることはありません。 
 ・調査での提案事項が、事業や契約を保証するものとしては扱いません。 
 
１３．連絡先 

名張市地域環境部環境対策室 担当：大浜、上角 
〒518-0492 三重県名張市鴻之台 1-1 
電 話：0595-63-7492 メール：kankyo@city.nabari.lg.jp 

 
１４．スケジュール  

No 事項 日程 備考 

１ 公告 令和８年４月２１日(火)  

２ 
エントリーシート 
提出期限 

令和８年４月２８日(火)の 
１６時３０分まで  

・（様式１） 
・提出：メール 

３ 現地確認 
令和 8 年５月１１日（月）〜 
令和８年５月１５日（⾦） 

 

４ 質問受付 
令和８年５月１８日(月)〜 
令和 8 年５月２２日(⾦)の 
１６時３０分まで 

・提出：メール 

5 質問回答 令和８年５月２７日(水) 
・回答：メール 
・本市 HP 

６ 
ヒアリングシート 
提出期限 

令和８年６月３日(水)の 
１６時３０分まで 

・（様式 2） 
・提出：メール 

７ 辞退届 
令和８年６月３日(水)の 
１６時３０分まで 

・（様式３） 
・提出：メール 

８ ヒアリング 
令和８年６月８日(月)〜 
令和８年６月１２日(⾦) 

 

９ 
ヒアリング結果 
公表予定日 

令和 8 年 6 月下旬〜７月中旬頃 ・本市 HP 
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